
請願第11号
町日市本町田7-3宅劃曜到醐翼零梅璽にI封する「住みよい衡づくり」の観点からの請顧

諄 旨

町田市木町田字二号249番 3外周辺②緑地 (通称「くじら山」)の大規模宅地開発に関しては、開発

妄籍勤 らヽ大幅な変更 (旧巖 諏 申請は取下
'て

ブ⊃ を伴う新開審紳町鱗路嚇 毘 千ぜ、住宅戸数
49耐 につき、先般、近隣住民訪朋会がありまし亀

本

"画
においては、「町田市住みよい街づくり条例」に基づく「住みよい街づくり」の特に住民

の安全lナとの確・保の観点より看過しがたい問題点があると言わざるを得ません。       I
第一に開発計画地の車両通行可能な出入日が1箇所しかなし、本出入口近辺で何らかのトラブルが発生

し車両の出入りができなくなった場合には、故急時、火災時あるいは大震災時の消防・救助活動に支障
が生し睡めて大きな問題である。人命に関わる       の住民の安全粒策が御座なりにされており、_

安全より収益優先の開発計画と言わぎるを得なし、 また、開発地区内の火災が広がっていつた場合には、

周辺の近隣住宅
^の

類院のリスクlま′腫めて高く、近隣住民にとっても安全な生活が脅かされることになるよ
第二に、開発計画地の本出入口?』駐豊郎∃に接しており公目の主要な出入日が極めて近セ比 力つ 出入日

は角地に面し見通しが悪い場所である。また、この児童公園には隣接地区住民用の防災嗣 湯暦 されて

おり、災害発生時には多くの住民の頻繁な出入りが想定されるc安全な「住みよい街づくり」り乳点より、
開発計画地の本出入口の場所はそもそも出入日としてイ事再苺臨な場所と言わぎるを得石凡
第二に剪虫 盛 ヒlこよる凱 急陽帥な ノム(園等の造成地において、M7クラスの首都

生時には東日本大震災時に経験したような家屋直下の地盤沈下や大規模な家屋 い擁壁の傾き、倒壊などの

恐れが考えられるc特に、開発地の南側隣接地との境界に設置される擁壁の高さは依然として高く (最大
5m弱)、 大地震発生時にはその擁壁は倒壊してしまうのではない力＼そうなったら自分の土地は建物は家
族は大文夫か、と住民の不安は解消されていなセ比 また、工事実施期間中の安全確保についても、刻喘点
では不明な点も多く、周辺住民は同様に不安を感じている。                 ・

そこで、「町田市住みよい街づくり条例」の目的や基本理念に則り、市民、事業者及び市の相互信頼、
理解及び協力のもと、三者の創意I夫による取組によって、地域及び地区の特性を活かした個性ある街づ

くりを実現し、健康で文化的かり個ll生ある地域生活を享受するため、また、本開発事業に関する住民の安
全慈脂果するため次の請願を行うものである。

請願項 目

町田市は安全性を重視 した「住みよい街づ くり」の強い指導を行 うこと

■_車両通行可能な出入日の設置の件

(■ )車両通行可能な出入日を2筒所以上設置
車両通行可能な出入日が■筒所の原案は救急時、火災時、大震災時の対策上、極めて大きな問題であ
る。本出入口を2箇所以上設けるよう町田市から事業者l引して強い指導を行うこと。
(2)軸 靴 な出入口周辺の住民の安全打撃

本出入日の場所は児童勾園に接しておりその主要な出入日も近く、かつ、角地に面しており見通しが

融 札また、児童公目には隣接住民用の防災倉庫が設置されており災害発勾時には住民の頻繁な出入
りが想定される。町田市は鞠 ミ本出入日の場所の変更をしない場合には、児童公目の不lJ用者、出
入口近辺の歩行者および災害発生時の防災倉庫利用者の安全を確保する対策を講じること。
2.工事中、工事後の安全確保と住民への説開蜘             

｀

多くの近隣住民が開発地では首都直下型大地閣時には東日本大震災時に経験したような家屋直下の
地盤沈下拗 家屋・擁壁の傾き。倒壊などが発生し、隣圏噸こも大きな影響を及ぼすのではな
いか、また、工事実施期間中の安全確保t士走走角沸等不安を抱いていることから、単に事業者と住民
の間だけでのやりとりで済ませるのではなく、町田市としても関与し、工事期間中の安全陛および将

うととも1こゝ週的田謝o対して分かり輸 瑚 を行うこと。




